
エリジオン InfiPoints 使用許諾契約書 
 

株式会社エリジオン（以下、エリジオンという）は、本エリジオン InfiPoints 使用許諾契約書（以下、本使用許諾契約書

という）に記述された全ての条項に対するお客様の同意のもとに、お客様に対してエリジオン InfiPoints （以下、本ソフ

トウェアという）の使用を許諾します。また、お客様が本ソフトウェアをインストールまたはご使用されることによって、お

客様は本使用許諾契約書に同意したものとします。 

 

第１条 使用の許諾 

お客様は、本ソフトウェアを、同一構内の複数台のコンピュータにインストールすることができます。また、お客様は、本

ソフトウェアをライセンス数に等しい台数のコンピュータ上でのみ同時に使用することができます。 

 

第２条 ライセンス管理およびパスワード 

１． お客様は、本ソフトウェアのライセンスを管理するコンピュータを1台設置し、エリジオンが別途指定する方法

に従って、そのコンピュータを特定するための情報をエリジオンに提供しなければなりません。エリジオンは、そのコン

ピュータに限定して、本ソフトウェアの起動に必要なパスワードの発行を行います。 

２． お客様が本ソフトウェアのライセンスを管理するコンピュータを変更する場合、エリジオンに対してエリジオン

が別途指定する方法に従って申請を行い、エリジオンの指定する料金を支払うものとします。エリジオンは、変更先の

コンピュータに対してパスワードの発行を行います。また、ライセンスを管理するコンピュータを変更した後は、速やか

に元のコンピュータから、本ソフトウェアに関するパスワードを抹消しなければならず、エリジオンから要求があった場

合は、その旨証明書を提出するものとします。 

 

第３条 禁止事項 

１． お客様は、バックアップの目的に限定して本ソフトウェアを１部複製することができます。この場合、オリジナ

ルの媒体および当該複製物をバックアップの目的にのみ保持できるものとします。それ以外の本ソフトウェアの複製は、

使用のためのインストールを除いて一切できません。 

２． お客様は、本ソフトウェアおよびパスワードを、エリジオンの事前の承諾を得ることなしに第三者に譲渡するこ

とはできません。また、本ソフトウェアおよびパスワードのレンタルを行うことはできません。 

３． お客様は、本ソフトウェアの改変、翻案をすることはできません。また、逆コンパイル、逆アセンブル、リバース

エンジニアリング等のソフトウェアの解析、分析を行ってはならないものとします。 

 

第４条 本ソフトウェアに関する権利 

本ソフトウェアに関する著作権、所有権、複製権など、本ソフトウェアに関する全ての権利は、エリジオンに帰属するも

のとします。お客様は、本使用許諾契約書で認められている以外の権利は有しないものとします。 

 

第５条 保証 

エリジオンは、本ソフトウェアに関する仕様書またはそれに相当する文章に記述された機能に関して、その仕様どおり

に機能することのみを保証しますが、その他に関しては一切保証しません。また、お客様の特定の目的に適合すること

を保証するものではありません。 

 

第６条 賠償責任 

エリジオンは、お客様が本ソフトウェアを使用することによって、お客様または第三者が被った全ての損害について責

任を負わないものとします。ただし、エリジオンの故意または重大な過失に基づく損害の場合は、お客様がエリジオン

に支払った金額を限度として、損害の賠償をするものとします。 

 

第７条 監査 

エリジオンは、お客様が本ソフトウェアに関して本使用許諾契約書の内容を遵守していることを確認することができるも

のとします。 

 

第８条 契約の解除 

お客様が、本使用許諾契約書の内容に違反した場合、または破産、会社整理、清算などの理由で会社が消滅した場

合は、本使用許諾契約は、解除・解約されるものとし、お客様から本使用許諾契約書で認められた権利等は一切消滅



するものとします。その場合、本ソフトウェアおよびパスワードを直ちに削除しなければならず、エリジオンから要求があ

った場合は、その旨証明書を提出するものとします。 

 

第９条 紛争の解決 

本使用許諾契約書に関するお客様とエリジオンの間、または第三者との間に紛争が生じた場合、当事者が信義・誠実

の原則にしたがって紛争の解決を図るものとします。また、本使用許諾契約書に関する紛争の管轄裁判所は静岡地

方裁判所浜松支部とします。 


